
- 1 -

HW-電算 006-2007

木造建築物電算プログラム認定手数料規程

１ 趣旨
この規程は、木造建築物電算プログラム認定規程（HW-電算 001-2007）（以下、「規程」と

いう。）第２１条に基づき、木造建築物電算プログラム認定業務に係る手数料（以下「手数
料」という。）について、必要な事項を定める。

２ 用語の定義
この規定において、表１の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお

りとする。
表１ 用語の定義

用語 定義

認定手数料 認定を申請する場合の手数料である。

更新手数料 認定の有効期間満了に伴い、引き続き認定を受けようとする場合
の事務手続きの手数料である。

変更手数料 認定内容を変更する場合の手数料である。

認定書の再交付料 認定書の再交付を行う場合の手数料である。

３ 認定等の手数料
認定等の手数料は、表２に掲げる額とする。ただし、申請内容の程度により別途加算する

ことができる。
表２ 手数料の額(税抜）

項目 手数料

認定手数料 ①壁量等計算 １，４００，０００円

②許容応力度計算 ２，０００，０００円

③限界耐力計算等の高度な構造計算 ３，０００，０００円

④その他 別途算定

更新手数料＊ ①壁量等計算
②許容応力度計算 ３００，０００円
③限界耐力計算等の高度な構造計算
④その他

変更手数料 ①壁量等計算 １，０００，０００円

②許容応力度計算 １，２００，０００円

③限界耐力計算等の高度な構造計算 １，４００，０００円

④その他 別途算定

認定書の再交付料 １０，０００円

＊規程第９条第２項の更新申請時に規程第１０条第２項の変更を行う場合は、更新手数料は
変更手数料の額とする。

附則
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